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税制改正 
「外国子会社収入配当金の益金不算入率の一時的引上げ」等のための「租税特例制限法改正案」、国会本会議を

通過等 
 

国会の財政経済企画委員会は、‘26.3.17.（火）国内市場復帰口座（RIA）に対する税制優待、海外子会社益金不算入率の一時的引上げ等

のための「租税特例制限法改正案」および「2025 年税法改正案」のうち、昨年、定期国会で通過していない一部の法律改正案等、総 8 の税法改

正案を議決しており、そのうち、「租税特例制限法改正案」、「所得税法改正案」、「農漁村特別税法改正案」は‘26.3.31.（火）国会本会議を通

過しました。 

 

主な改正内容は次の通りです。 

 

主要改正内容 

 

 

█ 租税特例制限法 

○ 外国子会社収入配当金の益金不算入特例（租税特例制限法§23） 

＜改正案＞ 

– 海外子会社収入配当金の益金不算入率の引上げ（95% ⇒ 100%、1 年限定） 

– 低税率国子会社である特定外国法人（CFC）が配当可能所得を国内に全て配当する時、当該年度の親会社の収入配当金に対して

益金不算入（1 年限定） 

 

○ 国内市場復帰口座を通じた投資に対する課税特例（租税特例制限法§91 の 26） 

＜改正案＞海外株式の国内市場復帰口座（RIA）に対する課税特例の導入（1 年限定） 

– 売却時点別の控除率：（～5.31 日）100%、（～7.31 日）80%、（～12.31 日）50% 

 

○ 為替変動リスクヘッジ商品に対する課税特例（租税特例制限法§91 の 27） 

＜改正案＞為替ヘッジデリバティブ商品に対する課税特例の導入（1 年限定） 

 

█ 農漁村特別税法 

○ 農漁村特別税非課税（農漁村特別税法§4） 

＜改正案＞海外株式の国内市場復帰口座（RIA）課税特例、為替ヘッジデリバティブ商品の課税特例に対する農漁村特別税の非課税 
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税務動向 
国税庁、グローバル・ミニマム課税事前申告を案内 
 

国税庁は‘26.3.20.（金）グローバル・ミニマム課税＊の適用対象企業の税務担当者と税務代理人等を対象に事前申告説明会を開催し、事前申

告を希望する企業に対して、申告方法、申告時の留意事項および各種の支援策を案内しました。 

＊【グローバル・ミニマム課税】多国籍企業グループの国別実効税率が最低限税率（15%）に未達する場合、その差額分を課税する制度であり、世界中 140 か国の合

意で導入された。韓国では‘24 事業年度分から施行し、最初の申告期限は‘26.6.30.である。（12 月末決算法人基準） 

 

主な内容は次の通りです。 

 

主要内容 

 

 

○ グローバル・ミニマム課税事前申告の案内 

– グローバル・ミニマム課税電算システムの正式稼働（5.1.予定）前であるが、希望する企業は早期に申告できるようにする事前申告制度を

施行 

– 事前申告を申請した企業に対し、個別面談や遠隔支援等の密着型カスタマイズサービスを提供し、申告過程で企業が抱えている疑問点

や課題、改善意見を収集 

– 事前申告を申請した企業にはアクセス権限が別途付与され、ホームタックスを通じて、事前にグローバル・ミニマム課税申告書を作成して提

出することが可能 

– 事前申告を申請していない企業や、事前申告を申請したものの申告書を事前に提出することを希望しない企業は、法的申告・納付期限

である今年 6 月末までに申告＊ 

＊事前申告は、希望する企業に対して申告の便利性を高めるために実施するものであり、義務ではない。また、事前申告を通じて提出した場合でも、申告

期限までに修正提出が可能 

 

  



JSG Newsletter 

 

04 

 

国税庁、定期税務調査時期選択制を全面施行 
 

国税庁は‘26.4.2.（木）、企業負担緩和のため開庁 60 周年である 2026 年を税務調査大転換の元年として宣言し、税務調査の運営方式を根本

的に革新する方案＊を発表しました。 

＊「定期税務調査時期選択制」の全面施行、「重点検証項目」の事前公開 

 

主な内容は次の通りです。 

 

主要内容 

 

 

○ 「定期税務調査時期選択制」の全面施行 

– 定期税務調査の対象者が 3 か月以内に調査着手時期を直接選択できるようにする時期選択制を 4 月から全面施行 

– 定期調査対象者に選定された納税者は、案内文を受領してから 3 か月範囲内で 1 か月単位（第 1・第 2 順位）で調査時期を選択す

ることができ、実際の調査着手の 20 日前までは従来通り正式な事前通知も受領することになる 

 

○ 「重点検証項目」の事前公開 

– 税務調査の過程で繰り返し課税される 10 の類型を「重点検証項目」に選定して公開 

– 1）コーポレートカード（事業用）の私的使用 

2）代表者等の個人口座を通じた売上申告漏れ 

3）正当な理由なく売上債権等の任意放棄 

4）勤労事実のない加工人件費の計上 

5）研究・人材開発費の不当な税額控除 

6）仮支払金等の認定利息の計算漏れ 

7）資産化要件を満たした費用の当期費用処理 

8）事実と異なる税金計算書の授受 

9）付加価値税の課税・免税区分の誤り 

10）個人的供給等に対する付加価値税の申告漏れ 
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例規・判例 
【裁判所】障がい者雇用負担金の損金算入可否が争点となった事件 

（最高裁判所 2026. 3. 12.宣告 2024 ドゥ 30809 判決、上告棄却） 

 

▣争点 

旧「障がい者雇用促進および職業リハビリテーション法」（2021.7.20.法律第 18308 号に改正される前のもの、以下、「旧障がい者雇用法」）第 28

条第 1 項による障がい者雇用義務不履行を理由に賦課される障がい者雇用負担金が旧法人税法（2024.12.31.法律第 20613 号に改正される

前のもの、以下同じ）第 21 条第 5 号にて損金不算入対象として定めた「法令による義務不履行又は禁止・制限等の違反に対する制裁として賦課

される公課金」に該当するかどうか（消極）  

 

▣事案 

原告が旧障がい者雇用法に基づく障がい者雇用義務不履行により障がい者雇用負担金を納付した後、これを損金に算入せず法人税申告・納付を

行い、上記の負担金が損金に算入されなければならないという趣旨で法人税更正請求を行ったが、被告がこれを拒否したため、各拒否処分の取り消

しを請求した事案である。 

 

判決要旨 

 

 

旧障がい者雇用法等の文言や内容に加えて、障がい者雇用負担金の目的および性格等を総合する場合、障がい者雇用負担金は事業主が旧

障がい者雇用法第 28 条第 1 項による障がい者雇用義務の不履行を理由に賦課される公課金には該当するが、「制裁として賦課される公課金」

には該当すると見ることができず、結果的に、旧法人税法第 21 条第 5 号が損金不算入対象として定めた「法令による義務不履行に対する制裁

として賦課される公課金」と見ることができない。具体的な理由は次の通りである。 

 

（…）公課金は基本的に事業経費としての性格を持つため、損金に算入すべきというのが原則であり、過去の法人税法施行令にて損金に算入さ

れる公課金を制限的に列挙したものが実質的租税法律主義に違反するという憲法裁判所の違憲判決をきっかけに法人税法施行令で損金不算

入する公課金を別途規定する方式に変わり、結果的に、損金に算入される公課金の範囲が拡大され、今日に至った点等を総合的に考慮する場

合、どの公課金が旧法人税法第 21 条第 5 号で定めた損金不算入要件を満たしているかは、租税法律主義に従って厳格に解釈しなければなら

ない。 

 

（…）障がい者雇用負担金制度は障がい者義務雇用率を下回る事業主より基金納付を受け、義務雇用率を超過して障がい者を雇用した事

業主に雇用奨励金を支給することで、事業主間の障がい者雇用に伴う経済的負担を分かち合うために導入されたものであり、理想的には障がい
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者雇用義務が完璧に守られ、負担金を徴収しなくても良い状態が依然として望ましいという点から、障がい者雇用負担金は財政的な目的よりは

雇用に困難を抱えている障がい者の雇用促進を主な目的とする「誘導的・調整的（特別）負担金」の性格が強いと見られる（憲法裁判所

2003.7.24.宣告 2001 憲バ 96 全員裁判部決定参照）。そのため、障がい者雇用負担金は本質的に事業主の事業や資産の存在、取引等の

行為に伴って発生する事業経費としての属性を有すると見るほかない。 

 

基本的に義務不履行に対する「制裁」として賦課される代表的な場合の罰金および過料は故意又は過失という責任要件の存在を、その賦課要

件としている（刑法第 13 条、第 14 条、秩序違反行為規制法第 7 条）。しかし、障がい者雇用負担金は旧障がい者雇用法第 33 条で定めら

れた要件を満たすだけで故意又は過失等の責任要件を考慮せず、一律的にその納付義務が発生するだけでなく、事業主が障がい者雇用義務を

履行せず旧障がい者雇用法第 28 条第 1 項を違反してもこれを処罰する規定が別途存在しない。（…） 

 

1997.12.31.改正前までの法人税法施行令には、障がい者雇用負担金を損金に算入するよう明示的に規定していたが、憲法裁判所の決定以

後、損金不算入対象の公課金を母法に包括的な定義規定の形で規定するようになり、障がい者雇用負担金を損金に算入するよう定めた法人

税法施行令の規定が削除されたに過ぎず、当時の改正前後をはじめ、この事件に適用される旧法人税法施行令が立法されるまでの社会的変化

や政策的転換等により、障がい者雇用負担金を損金に算入しない必要性が新たに生じたか、あるいは旧法人税法施行令に至る立法過程でそれ

に関する議論があったと見ることも難しい。 
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